
(別添14）

変更前 変更後

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで
正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確
保している。
・特定個人情報を記録した紙媒体は定められた保管場所で管理を行い，漏えい・紛失を防止
している。
・紙媒体を窓口で受け取り後、事務連絡が完了したら、速やかに保管場所で管理するよう徹
底している。

＜ワクチン接種記録システムにおける追加措置＞
・入手した特定個人情報については、限定された端末を利用して国から配布されたユーザID
を使用し、ログインした場合だけ、 アクセスできるように制御している。
・ワクチン接種記録システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、他
市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。
・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線
を使用する。
　（新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能）
　・個人番号カードや旅券の読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力を避け
ることで、交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。
  ・当該機能では、専用アプリからのみ交付申請を可能とする。アプリの改ざん防止措置を講
じることで、意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。
　・個人番号カードのICチップ読み取り（券面事項入力補助AP）と暗証番号入力（券面事項入
力補助APの暗証番号）による二要素認証で本人確認を行うため、本人からの情報のみが送
信される。
　・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請情
報として自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じてい
る。
　・券面事項入力補助APから取得する情報（４情報・マイナンバー）に付されている署名につ
いて、VRSにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を確認する措置を講じている。
　・電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止
の対応をしている。

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認すること
で正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を
確保している。
・特定個人情報を記録した紙媒体は定められた保管場所で管理を行い，漏えい・紛失を防
止している。
・紙媒体を窓口で受け取り後、事務連絡が完了したら、速やかに保管場所で管理するよう徹
底している。

＜ワクチン接種記録システムにおける追加措置＞
・入手した特定個人情報については、限定された端末を利用して国から配布されたユーザ
IDを使用し、ログインした場合だけ、 アクセスできるように制御している。
・ワクチン接種記録システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、
他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。
・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回
線を使用する。
　（新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能）
　・個人番号カードや旅券の読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力を避け
ることで、交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。
  ・当該機能では、専用アプリからのみ交付申請を可能とする。アプリの改ざん防止措置を
講じることで、意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。
　・個人番号カードのICチップ読み取り（券面事項入力補助AP）と暗証番号入力（券面事項
入力補助APの暗証番号）による二要素認証で本人確認を行うため、本人からの情報のみ
が送信される。
　・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請
情報として自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じ
ている。
　・券面事項入力補助APから取得する情報（４情報・マイナンバー）に付されている署名に
ついて、VRSにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を確認する措置を講じてい
る。
　・電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防
止の対応をしている。
　（新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付）
　・個人番号カードの読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力を
　　避けることで、交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。
　・証明書交付センターにおいてキオスク端末の操作画面を制御し、コンビニ交付に対応す
る市町村
　　に対してのみキオスク端末から交付申請を可能とすることで、意図しない不適切な方法
で特定個人情報が
　　送信されることを避ける。
　・個人番号カードのICチップ読み取り（券面事項入力補助AP）と暗証番号入力
　　（券面事項入力補助APの暗証番号）による二要素認証で本人確認を行うため、本人か
らの
　　情報のみが送信される。
　・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請
情報として
　　自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。
　・券面事項入力補助APから取得する情報（４情報・マイナンバー）に付されている署名に
ついて、
　　証明書交付センターシステムにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を
　　確認する措置を講じている。
　・キオスク端末と証明書交付センターシステム間の通信については専用回線、
　　証明書交付センターシステムとVRS間の通信についてはLGWAN回線を使用し、情報漏
えいを防止する。
　　また、通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしてい
る。
　　さらに、キオスク端末の画面表示や音声案内により、マイナンバーカード及び証明書の
取り忘れ防止対策を
　　実施する。


